
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第

三

種

郵

便

物

認

可

〇

〇

¾

省

令

第
五
十
八
条
第
二
項
の
表
第
十
七
号
中

「

の
基
準
及
び
次
の

及
び
第
四
項
第
三
号
の

」
を

削
り
、
同
表
第
四
十
六
号
中

「

の
基
準
及
び
次
の

及
び
第
四
項
第
三
号
の

」
を

削
り
、
同
条
第
二
十
三
項
、
第
二
十
九
項
、
第
三
十
九
項
、
第
四
十
一
項
及
び
第
四
十
二
項
中
「
二
百
馬
力
」を「
百

五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
」
に
改
め
、
同
項
中
「
け
ん
引
す
る
け
ん
引
自
動
車
」
を
「
牽け
ん

引
す
る
牽け
ん

引
自
動
車
」
に
改
め
、

同
条
第
四
十
五
項
中
「
二
百
馬
力
」
を
「
百
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
」
に
、「
け
ん
引
す
る
け
ん
引
自
動
車
」
を
「
牽け
ん

引
す

る
牽け
ん

引
自
動
車
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。
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第
二
十
九
条
第
四
項
第
三
号
中
「
第
五
十
四
条
の
七
」
を
「
第
九
条
の
四
」
に
、「
保
険
除
外
標
章
」
を
「
保
険
・

共
済
除
外
標
章
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
二
項
中
「
被
け
ん
引
自
動
車
」
を
「
被
牽け
ん

引
自
動
車
」
に
、「
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
（
以
下
「
型
式
指
定
自
動
車
」
と
い
う
。）」
を
「
型
式
指
定
自
動
車
」

に
改
め
る
。

95

第
九
十
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
一
条
第
十
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
十
項
の

規
定
に
よ
る
ほ
か
、
完
成
検
査
等
の
際
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
転
条
件
で
運
行
す
る
場
合
に
発
生

し
、
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
つ
い
て
同
項
第
二
号
に
定
め
る
測
定
方
法

に
よ
り
測
定
し
た
値
が
そ
れ
ぞ
れ
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

〔
省

令
〕

〇
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
運
輸
五
）

J

〔
告

示
〕

〇
自
動
車
騒
音
の
大
き
さ
の
許
容
限
度
の
一

部
を
改
正
す
る
件
（
環
境
庁
一
二
）

J
K

〇
政
党
助
成
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
政
党
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
公
表
す
る

件
（
自
治
二
三
）

J
L

〇
政
党
助
成
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
合
併
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の

で
公
表
す
る
件
（
同
二
四
）

L
I

〇
政
党
助
成
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
分
割
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の

で
公
表
す
る
件
（
同
二
五
）

〔
人
事
異
動
〕

防
衛
庁

L
I

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

公
示
催
告
、
除
権
判
決
、
破
産
、
免
責
、

会
社
更
生
関
係

L
O

地
方
公
共
団
体

公
債
償
還
（
北
九
州
市
）
関
係

J
Q
K

会
社
そ
の
他

J
Q
L

会
社
決
算
公
告

J
Q
Q

〇
運
輸
省
令
第
五
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
十
一
条
（
同
法
第
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
四
条
、
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
項
、
第
七
十
五
条
の
三
第
一
項
、
第
七
十
六
条

並
び
に
第
百
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
等
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
二
年
二
月
二
十
一
日

運
輸
大
臣

二
階

俊
博

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
の
四
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三
の
五

「
型
式
指
定
自
動
車
」
と
は
、
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を

受
け
た
自
動
車
を
い
う
。

第
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
破
壊
試
験
）

第
一
条
の
三

こ
の
省
令
に
規
定
す
る
衝
突
等
に
よ
る
衝
撃
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
技
術
基
準
に
つ
い
て
は
、
当

該
技
術
基
準
が
適
用
さ
れ
る
装
置
と
同
一
の
構
造
を
有
す
る
装
置
の
破
壊
試
験
に
よ
り
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
判

定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
条
第
一
号
の
二
並
び
に
第
十
八
条
第
二
項
及
び

第
三
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
を
、
同
一
の
構
造
を
有
す
る
装
置
が
他
に
存
在
し
な
い
又
は
著
し
く
少
な
い
た
め

破
壊
試
験
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
運
輸
大
臣
が
認
め
る
装
置
に
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
被
け
ん
引
自
動
車
」
を
「
被
牽け
ん

引
自
動
車
」
に
、「
け
ん
引
す
る
け
ん
引
自
動
車
」
を
「
牽け
ん

引
す
る
牽け
ん

引
自
動
車
」
に
、「
の
基
準
及
び
次
の
」
を
「
及
び
第
四
項
第
三
号
の
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

˜


